
 

 

 

 

 

 

 

年が明けて以降、厚生労働省関係では「勤労統計不正

問題」が連日報道され、大きな話題となっています。 

これは、「毎月勤労統計」という統計調査で、本来は

全数調査をしなければならないところ、一部でルール

に反して抽出調査がされており、その結果、給与水準な

どが実際よりも低く集計されていたというものです。 

この毎月勤労統計は、「基幹統計」と言われており、

景気判断や政策立案にも反映される重要な統計調査で

す。失業給付や労災給付の額も、この統計を基に改定さ

れているため、これまで本来よりも少ない額が支給さ

れていたことになり、「追加支給」という話になってい

るわけです。 

該当者は 2,000万人以上、額にして 560億円以上と、

けた外れな規模になっています。対象となるのは、2004

年以降に雇用保険や労災保険の給付を受けたことがあ

る人で、失業給付の他、育児休業給付、介護休業給付等

を受けていた人も含まれます。 

厚労省は工程表を公表し、まずは現在受給中の人か

ら順次支給を開始していくとしていますが、先は見通

せない状況です。 

事業所の職員さんの中には、自分は対象なのか、いく

ら支給されるのか知りたい、という方もいると思いま

すが、現時点で法人・事業所ができることはありません。

対象者には今後（8～10 月？）お知らせが届くことにな

るはずなので、それを待つように、とお伝えください。 

 

 

 

「働き方改革関連法」の施行が迫るなか、最近またよく

お問い合わせをいただくようになったのが「同一労働

同一賃金」のことです。 

「同一労働同一賃金」に関しては、法律が変わって何か

が目に見えて変わるというものではなく、考え方や基

準を明確にするという質のものであるため、何からど

うやって手を打てばいいのかが見えづらい部分があり

ます。 

 

 

 

 

 

また、改正法の施行は 2020 年 4 月（中小企業は 2021

年 4 月）と、まだ１年以上の猶予があるわけですが、こ

の変革は従来の職場のあり方を根本的に変えていかな

ければならない面も含んでいるため、早いうちに課題

を整理し、対応策を検討し実行していくことが必要で

す。「あと 1 年（2 年）あるからまだ大丈夫」と考えて

いるのでは、はっきり言って遅すぎます。 

そこで今回は、慌てることなく法律の施行を迎えら

れるよう、いま一度、求められる「同一労働同一賃金」

の考え方や具体策を見ていきたいと思います。 

なお、昨年 12 月 28 日には「同一労働同一賃金ガイ

ドライン」（“案”が取れたもの）が、さらに今年 1月 30

日には「改正法の施行について」の通達が厚労省から出

されています（それぞれかなりボリュームがあります

が）。それらにも目を通しながら、この連載では実際の

裁判例などから、考えていかなければならない方向性

を確認していきたいと思っています。 

次回へ続きます。 

 
 
 

 

「福祉・介護事業所の労務管理・人材育成セミナー2019 

Part3」、大変多くのお申込みをいただいており、残席が

ごくわずかという状況になっています。誠にありがと

うございます。 

これから申し込みを予定されている方、お手数です

がまずご連絡をいただいて、状況を確認していただけ

ればと思います。よろしくお願いいたします。 

日時 平成 31 年 3月 6 日（水）13:30～16:00 

会場 長野市若里市民文化ホール 会議室 3 

内容 「いま求められる人事評価のあり方」 

   「4月から“働き方”はどう変わるのか」 

 

 

 

話題になっている統計不正問題って？ 
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急がれる「同一労働同一賃金」への対応 ① 

セミナーPart3 残席わずか！ 

https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000469932.pdf
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